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（１）

労働災害は大幅増加
▶令和４年の労働災害（休業４日以上）による被災者数は全産業で251人です。▶
この被災者数は、災害が令和２年よりも増加した令和３年の166人を更に85人上
回る51.2%の大幅な増加です。▶令和４年は、労働災害により、４人の尊い命が
失われています。

▶業種別にみますと、①製造業のうち特に食料品製造業および木材・木製品製造業
では、『はさまれ、巻き込まれ』による災害が増加しました。▶②建設業では、以
前として『墜落、転落災害』が多く発生し、特にトラックの乗降時の『墜落、転
落』が高い割合を占めました。▶③商業では、特に『転倒災害』が年間を通して
発生しました。④社会福祉施設では、職場での『新型コロナウイルス感染症のり
患』が多く発生した上、『動作の反動、無理な動作』による災害性腰痛などが多く
発生しました。▶令和４年を総括すると、令和３年に比べ、積雪路・凍結路での
『転倒災害』が減少したものの、『転倒災害』が年間を通して発生しました。▶ま
た、特に８月に『新型コロナウイルス感染症のり患』による災害が増加しました。
▶さらに、『はさまれ、巻き込まれ』による災害が増加しました。▶これらを要因
に全産業の労働災害が大幅に増加しました。▶さらに、死亡災害では『はさまれ、
巻き込まれ』による災害が最も多く発生しました。 【→２面へつづく】
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労働災害の防止に向けて
（２）

▶令和５年は、業種別の労働災害の傾向（１面参照）を踏まえ、各業種に対応した
労働災害の防止を進める必要があります。▶さらに、令和５年は、令和４年の総括

（１面参照）を踏まえ、①引き続き、【取組の５つのポイント】などの活用に
より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を徹底する。▶②冬期の転倒災害
の防止に本年も取り組みつつ、年間を通して職場の段差やぬれた床面を解消するこ

となどにより【転倒災害を防止】する。▶③【機械設備の原動機、回転
軸】などの【はさまれ、巻き込まれの危険】を及ぼす部分に【覆い、囲
い】などを設けるとともに、機械設備の掃除や修理等の作業を行う場合は、その

【運転を停止】した上で、停止したときは、機械設備の起動装置に【錠を掛
け】この起動装置に【表示板を取り付ける】などにより【はさまれ、巻き
込まれによる災害を防止】する。▶令和５年は、①～③の労働災害の防止対策
を講ずる必要性が高まっています。▶一年間、二年間、災害が起きなかったから安

全だとは限りません。▶危険性をなくすことが『安全』です。▶今まで労働災害
が発生していない会社を含め、上記に留意の上、引き続き、労働災害の防止に取り
組んでいただきますよう、お願いいたします。

■ 宮城労働局
「新型コロナウイルス感染症防止対策」

STOP!長時間の荷待ち
▶道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災
支給決定件数が最も多い業種です。▶トラック運転者の方の長時間労働の是正など
の働き方改革を一層積極的に進める必要があります。▶令和６年４月～自動車運転
の業務（ドライバー）に年960時間の上限規制が適用されます。▶令和６年４月～
トラック運転者の方に、①１年の拘束時間を原則3,300時間、最大3,400時間（現
行は3,516時間）、②１か月の拘束時間を原則284時間、最大310時間（現行は、原
則293時間、最大320時間）、③１日の休息期間は、継続11時間を基本とし、継続9
時間（現行は継続８時間）など改正された改善基準告示が適用されます。▶一方で、
長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困
難なものがあるため、宮城労働局において編成した『荷主特別対策チーム』が、発
着荷主の皆さまに対して要請と働きかけを行うことになりました。▶瀬峰労働基準
監督署では、労働時間改善指導・援助チームの労働時間相談・支援班が対応し、発
着荷主の皆さまに、【長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること】や【運送業
務の発注担当者に改善基準告示を周知し、トラック運転者がこれを遵守できるよう
協力すること】などを要請してまいります。▶皆さまにおかれましては、上記の趣
旨や取組にご理解・ご協力をお願いいたします。

〇 令和６年４月～適用
トラック運転者の改善基準告示が改正されます


